
危険物の追加について 

 

 

法令の改正により、新たに危険物として炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が追加されました。概要は

下記のとおりです。 

 

第１ 概要 

「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危

険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が、消防法上の第一

類の危険物に追加されました。 

なお、貯蔵又は取扱う数量によっては、消防法に基づく市町村長等の許可又は可茂消防事務組合火

災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱の届出が必要となります。 

 

第２ 公布日 

平成２３年１２月２１日 

 

第３ 施行期日 

  平成２４年７月１日 

 

第４ 経過措置 

(1)  製造所等の設置又は変更に係る許可及び技術上の基準に関する経過措置 

新規対象の製造所等及び既設の製造所等については、施行日から６月以内（平成 24 年 12 月 31

日まで）に当該許可を受けることとされたこと。 

(2)  指定数量の倍数の変更に係る届出に関する経過措置 

既に許可を受けて設置されている製造所等のうち、当該施設において貯蔵し、又は取り扱う危険

物の指定数量の倍数が増加するものについては、当該施設の所有者等は、施行日から３月以内

（平成 24 年 9 月 30 日まで）にその旨を市町村長等に届け出なければならないこととされたこと。 

(3) 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する経過措置 

新規対象の製造所等及び既設の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の一部につい

て、代替措置又は適合期限を延長する措置を設けることとしたこと。 

(4) 消火設備に関する経過措置 

新規対象の製造所等及び既設の製造所等の消火設備で改正政令の施行の際設置されているも

ののうち、技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、施行日か

ら１年６月以内（平成 25 年 12 月 31 日まで）の間は従前の例によることとされたこと。 

(5) 避雷設備に関する経過措置 

新規対象の製造所等及び既設の製造所等の避雷設備で改正省令の施行の際設置されているも

のは、日本工業規格Ａ四二〇一（一九九二）「建築物等の避雷設備（避雷針）」に適合することとされ

たこと。 

(6) 掲示板の記載内容に関する経過措置 

既設の製造所等の掲示板で改正省令の施行の際設置されているもののうち、技術上の基準に適

合しないものに係る掲示板の当該基準については、施行日から３月以内（平成 24 年 9 月 30 日まで）

の間は従前の例によることとされたこと。 

 

 

詳しくは、可茂消防事務組合 予防課 危険物係 電話 0574-26-0515 までお問い合わせください。 


